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子
ど
も
や
子
育
て
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
対
応
す
る
た
め
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」

が
平
成
24
年
8
月
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。 　
　

　
市
で
は
、
同
法
に
基
づ
き
、
本
市
の
子
育
て
支

援
の
方
策
な
ど
に
つ
い
て
定
め
、
子
育
て
支
援
を

計
画
的
に
実
施
す
る
「
行
田
市
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
計
画
の
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

▼
意
見
募
集
期
間
　
2
月
23
日
㈪
ま
で

▼ 

閲
覧
場
所
　
子
育
て
支
援
課
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
、
南
河
原
支
所
（
開
庁
時
間
内
に
限
り
ま

す
）
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
可

▼ 

意
見
提
出
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

明
記
の
上
（
様
式
自
由
）、
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵
送
】
〒
３
６
１
ー

８
６
０
１ 

行
田
市
本
丸
2
―
5  

行
田
市
子
育

て
支
援
課
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
５
５
６
ー
３
５
５
１

【
Ｅ
メ
ー
ル
】kosodate@
city.gyoda.

lg.jp

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
同
課
子
育
て
支
援
担
当
（
内
線

２
９
２
）

【
主
な
変
更
点
】

・ 

保
育
料
を
決
定
す
る
基
礎
税
額
が
、
所

得
税
か
ら
個
人
市
民
税
（
住
民
税
）
へ

変
更
さ
れ
ま
す
。

・ 

個
人
市
民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び
均
等

割
の
み
課
税
世
帯
の
保
育
料
は
無
料
と

な
り
ま
す
。

・ 

保
育
料
の
最
高
額
を
6
万
円
か
ら

5
万
5
千
円
へ
引
き
下
げ
、
全
階
層
の

保
育
料
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
老
人
福
祉
法
お
よ
び
介
護
保
険
法
に

基
づ
き
、
高
齢
者
の
生
活
支
援
事
業
や
介
護
保
険

事
業
な
ど
を
一
体
的
に
定
め
た
計
画
の
策
定
（
更

新
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
計
画
の
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

▼
意
見
募
集
期
間
　
2
月
26
日
㈭
ま
で

▼ 

閲
覧
場
所
　
高
齢
者
福
祉
課
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
、
南
河
原
支
所
（
開
庁
時
間
内
に
限
り
ま

す
）
※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
可

▼ 

意
見
提
出
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

明
記
の
上
（
様
式
自
由
）、
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。【
持
参
・
郵
送
】
〒
３
６
１

―
８
６
０
１ 

行
田
市
本
丸
2
―
5 

行
田
市
高

齢
者
福
祉
課
【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
５
６
４
―
３
７
７
０　

【
Ｅ
メ
ー
ル
】kourei@

city.gyoda.lg.jp

▼ 

提
出
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
　
個
人
を
特
定
で

き
な
い
よ
う
に
編
集
し
、
概
要
を
公
表
し
ま

す
。
ま
た
、
意
見
に
基
づ
い
て
修
正
し
た
場
合

は
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
ま
す
。
な
お
、
個
別

に
は
回
答
し
ま
せ
ん
。

▼ 

そ
の
他
　
口
頭
で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
同
課
介
護
保
険
担
当
（
内
線

２
７
７
）

▶ 問い合わせ　同課保育担当（内線263）

負担額（保育料）が変わります4月から保育所などの利用者

行
田
市
子
ど
も・子
育
て
支
援
事
業

計
画（
素
案
）に
対
す
る
意
見
を
募

集
し
ま
す

第
6
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画・介

護
保
険
事
業
計
画（
案
）に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す

行田市特定教育・保育施設利用者負担額表
教育標準認定（1号認定）

在籍児童の属する世帯の階層区分
利用者負担額
（月額）

階層 定　　　義

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給
世帯を含む）および中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者
の自立の支援に関する法律による支
援給付受給世帯

0円

Ｂ

Ａ階層を除き、
現年度分市民
税額の区分が
次の区分に該
当する世帯

市民税非課税世
帯（市民税所得割
非課税世帯を含
む）

0円

Ｃ1 所得割課税額
 77,100円以下 13,700円

Ｃ2 211,200円以下 17,500円

Ｃ3 211,201円以上 22,000円

行田市特定教育・保育施設利用者負担額表　保育認定（2号認定および3号認定）
在籍児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）

階層 定　　　義
2号（満3歳以上児） 3号（満3歳未満児）
標準時間 短時間 標準時間 短時間

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含
む）および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律による支援
給付受給世帯

0円 0円 0円 0円

Ｂ
Ａ
階
層
を
除
き
、
現
年
度
分
市
民
税
額
の
区
分
が
次
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯

市民税非課税世帯
（市民税所得割非課税世帯を含む） 0円 0円 0円 0円

Ｃ1 所得割課税額 5,000円未満 7,500円 7,300円 9,500円 9,300円
Ｃ2 5,000円以上 30,000円未満 8,500円 8,300円 10,500円 10,200円
Ｃ3 30,000円以上 48,600円未満 10,100円 9,800円 11,500円 11,200円
Ｃ4 48,600円以上 60,000円未満 13,000円 12,700円 15,000円 14,700円
Ｃ5 60,000円以上 76,000円未満 17,000円 16,600円 18,900円 18,500円
Ｃ6 76,000円以上 97,000円未満 20,500円 20,000円 22,800円 22,300円
Ｃ7 97,000円以上 114,000円未満 24,300円 23,800円 26,700円 26,100円
Ｃ8 114,000円以上 130,000円未満 24,700円 24,200円 31,500円 30,800円
Ｃ9 130,000円以上 169,000円未満 25,200円 24,600円 35,700円 34,900円
Ｃ10 169,000円以上 225,000円未満 25,700円 25,100円 43,900円 43,000円
Ｃ11 225,000円以上 258,000円未満 25,900円 25,300円 47,500円 46,500円
Ｃ12 258,000円以上 301,000円未満 26,100円 25,500円 49,900円 48,900円
Ｃ13 301,000円以上 330,000円未満 26,500円 25,900円 52,200円 51,100円
Ｃ14 330,000円以上 361,000円未満 26,800円 26,200円 52,900円 51,800円
Ｃ15 361,000円以上 397,000円未満 27,000円 26,400円 53,400円 52,300円
Ｃ16 397,000円以上 27,500円 26,900円 55,000円 53,900円

　

4
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
（
以
下

「
新
制
度
」）
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
新
制
度
で
は
、
就
学
前
の
お
子
さ
ん
が
保
育
所
な
ど

（
保
育
所
、
新
制
度
の
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
）

を
利
用
す
る
た
め
の
料
金
に
つ
い
て
、
国
が
定
め
る
基
準

額
を
上
限
に
市
が
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
た

び
、
本
市
に
お
け
る
利
用
者
負
担
額
（
以
下
「
保
育
料
」）

が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
子
育
て
支
援
課
へ
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

負担額（保育料）が変わります4
行田市特定教育・保育施設利用者負担額表　保育認定（2号認定および3号認定）


